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1-1.　事業所名 株式会社　技　研　設　備

1-2.　代表者氏名 山縣　誠司

1-3.　所　在　地 〒698-0041　島根県益田市高津町イ2556番地1

1-4.　総括責任者 常務取締役　土佐岡　博樹

1-5.　環境管理責任者 工務部長　中島　利之　（担当者連絡先）

TEL. 　　0856-22-3158

FAX.　　0856-23-7270

E-mail　 nakashima@gikensetsubi.co.jp

1-6.　創立年月日 昭和42年3月1日.

1-7.　許可番号・事業内容 島根県知事　許可（特-3）　管工事業

空気調和設備工事

給排水衛生設備工事

島根県知事　許可（般-3）　水道施設工事業

島根県知事　許可（般-3）　消防施設工事業

島根県知事　許可（般-3）　土木工事業

1-8.　事業年度 10月1日～9月30日

1-9.　事業規模 資　本　金 4,000万円

第51期（R2年） 第52期（R3年） 第53期（R4年）

R2.10～R3.9 R3.10～R4.9 R4.10～R5.9

千　円 281,628 273,830 313,132
人 12 14 12
㎡ 298.66 298.66 298.66
㎡ 1488.96 1488.96 1488.96

社　員　数
床　面　積
敷地面積

2

1.　組　織　の　概　要

項　　目 単　位

売　上　高



2-1.　対象組織 株式会社　技　研　設　備

2-2.　対象範囲 ・　建築物に付帯する給排水衛生設備、空調設備、消火設備の設計、

　施工及び保守点検。

・　水道施設の施工。

2-3.　実施体制組織図 12人

代表取締役　山縣　誠司

常務取締役　土佐岡　博樹 総括責任者

取締役会長　松　本　　洋　一

                                   2.　対　象　範　囲

河　上　　寿　志

藤　原　　勇

松  本　  健  一

石　川　  大　生

工　務　課 工務部長　中島　利之 環境管理責任者

山　縣　　剛　志

小　谷　　祥　二

山  縣     美  樹

総　務　課 松　本　　ち　と　せ
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　2-4.　責任分担表

・環境経営システムの承認する。

・環境方針を定める。

・全体の評価と見直しをする。

・環境管理責任者の選任をする。

・環境活動レポートの確認を行い、代表者の承認を得て、公開する。

・環境目標・計画・実績・環境関連法規等、確認を行い代表者の承認を得る。

・環境目標･計画・実績・環境関連法規等、全社員へ周知徹底する。

・環境への取組を実施するための資源（人・設備・費用）を準備する。

・環境活動レポートを作成し、総括責任者の確認を得る。

・環境目標･計画・実績等を制定・改定し総括責任者の確認を得る。

・環境経営システムのPDCAを管理実施する。

・環境関連情報の収集と伝達を実施する。

・環境関連の教育・訓練を実施する。

・環境関連で問題点が発生した場合、是正処置・予防処置を実施する。

・負荷の自己チェック及び取り組みの自己チェックを実施する。

・活動の実績を集計し総括責任者の確認を得る。

・下請業者への協力要請を徹底する。

・環境方針を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚する。

・決定事項を周知徹底し、積極的に環境活動へ参加する。

・倉庫・車両・機械・工具の管理及び材料の分別を徹底する。

・廃材の分別を徹底する。

担　当　者 役　割　・　責　任　・　権　限
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代表取締役

総括責任者

（常務取締役）

環境管理責任者

（工務部長）

全　社　員



　3-1.　基本理念

　お客様の満足をいただける施工を提供するとともに、「地球にやさしく」を

テーマに、事業活動における環境負荷の低減をはかることを、全社一丸と

なって取り組み、地域社会に貢献する企業を目指す。

　3-2.　環境方針

　当社は、建築物に付帯する給排水衛生設備、空調設備、消火設備の設計・

施工及び保守点検、水道施設の施工を、事業活動を通じて、次の項目に継続的な

改善を推進します。

　　（1）　二酸化炭素排出量を削減する。

　　（2）　産業廃棄物排出量を削減する。

　　（3）　水使用量を削減する。

　　（4）　資源を削減する。

　　（5）　地域社会への貢献をする。

　　（6）　環境活動教育訓練をする。

　　（7）　生物多様性の保全に努める。

　以上、本方針を全社員に周知徹底すると共に、環境関連法規則等を遵守し

環境経営システムを構築、運用、維持します。

　また、環境活動レポートを、作成し公開します。
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３.　環　境　方　針

改訂日　令和  5年 10月 1日
制定日　平成25年  3月29日

株式会社　　技　研　設　備

山縣 誠司代表取締役



清掃ボランティア
基準年度実績

・環境法令、 回
環境活動教育訓練 同　　左 同　　左

  条例等の遵守 基準年度実績
回

電気使用量の削減

・冷暖房の控えめな使用（冷房２８℃　暖房２０℃）

基準年度実績 ・エアコンのフィルター清掃（年2回実施）

・地球温暖化 kg-CO2 ・電気機器のこまめなスイツチ切り 同　　左 同　　左

・ドアの開け放しの防止

・帰宅時の不要な電源はすべて消す

施工機械・自動車燃料量の削減

基準年度実績
kg-CO2 同　　左 同　　左

一般廃棄物の削減

基準年度実績
t

・循環型社会の
　構築 産業廃棄物の削減

・分別解体の徹底による再生資源化

基準年度実績 ・設計変更による発生量の軽減 同　　左 同　　左

t ・マニフェスト票管理による法令順守

・工事資材ロスを減らす

・リサイクル業者に引き渡す

水道水の節水
基準年度実績

ｍ3

・環境負荷の ・洗い時は、バケツ使用により節水 同　　左 同　　左

コピー用紙の削減 ・節水シールでの節水意識の高揚

　低減 基準年度実績 ・文書、書類などの電子化を進め、ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化を務める

枚 ・印刷、ｺﾋﾟｰ前の設定確認ﾁｪｯｸでﾐｽｺﾋﾟｰを削減する

目　標
生物多様性の保全を配慮した ・施工現場の生物多様性チェツク

施工方法の推進 ・生物多様性の保全に影響が少ない 同　　左 同　　左

基準年度実績 施工方法、手順の選定と実施

件

　（注1）　二酸化炭素排出量の、電力については、中国電力作成平成25年度の排出係数：0.719ｋｇ－CO2/ｋｗｈを使用する。

　（注2）　二酸化炭素排出量の、ガソリン・軽油については、環境省（事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン

　　　　　試案veｒｌ.4)により、ガソリン排出係数：2.32ｋｇ－CO2/ｋｗｈ、軽油排出係数：2.62ｋｇ－CO2/ｋｗｈを使用する。

　（注3）　廃棄物については、住宅等の改修・取替のため、事務所へ廃棄物の持ち帰りが多く、事務所からの安定5品目の総

　　　　　排出量で管理し適正に処理する。

４．環 境 目 標 設 定 書

（ｷｰﾜｰﾄﾞ） （負荷の自己ﾁｪｯｸを踏まえて策定） 責任者 ２０２２年度　５３期 ２０２３年度　５４期
Ｅｃ２１環境方針 環 境 目 標 項 目 責任部門 年度毎目標・達成手段  （取組の自己ﾁｪｯｸを踏まえて策定）

２０２４年度　５５期

目　標
4　回 4　回 4　回

・地域社会への
貢献

4　回 4　回 4　回

・環境教育訓練 2020年 4 ・環境美化活動（協会・センター）（5月）

・社外セミナーへの参加

2020年 4 中島利之
達
成
手
段

・県道清掃活動への参加

・事務所/現場周辺の清掃活動

全社員 ・災害協定の取組み（9月）

2020年 度実績 36,159 kg-CO2
二酸化炭素総排出量 目　標

(総量)
36,159 Kg－Co2 36,159

・二酸化炭素排
出量削減

（注1）　

目　標

松本ちとせ
達
成
手
段

2020年 8,295 全社員

・エコライブ10の推進

・車両の点検整備の充実

2020年 27,864 全社員

目　標

（注3）

目　標
（注2）

中島利之 達
成
手
段

中島利之
達
成
手
段

達
成
手
段

（注3）

t

松本ちとせ
目　標

87
・水使用量

（注3） （注3） （注3）

・廃棄物排出量
目　標 （　　－　　） t （　　－　　）

2020年 （注3） 全社員

㎥ 87 ㎥ 87 ㎥

（　　－　　） t

Kg－Co2

6
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9件（元請工事対象） 9件（元請工事対象） 9件（元請工事対象）
・生物多様性 中島利之

達
成
手
段

の保全
全社員

2020年

全社員 達
成
手
段

・資　源

2020年 121,000

2020年 87

　対策

119,790 枚 119,790 枚 119,790 枚

Kg－Co2 36,159 Kg－Co2

8,295 Kg－Co2 8,295 Kg－Co2 8,295 Kg－Co2

27,864 Kg－Co2 27,864 Kg－Co2 27,864



　・　エアコンの適正温度を維持し、フィルター清掃

　　　を年2回行い、使用しない場所の電灯は消す。
（1）　電力・燃料の削減による、二酸化炭素排出量の削減。

　　　（燃料：ガソリン・軽油）

　・　車両の点検整備を充実し、始業点検を実地する。

　・　エコドライブ10の推進。
　・　下記の通り、分別を徹底する。
　　　　1.塩ﾋﾞ管　2.ステンレス　3.鋳物　4.鉛　5.銅　6.鉄　7.埋立

　　　　紙類　8.発泡スチロール　9.ダンボール　10.布類　11.木屑

　　　12.安定5品目（①ガラス・陶器くず　②.ゴムくず
（2）　工事資材、コピー用紙の削減を図るとともに廃 　　　③廃プラスチック　④がれき類　⑤金属くず）
　　　棄物の分別を徹底し、廃棄物排出量の削減。

　・　事業所から排出される安定5品目を削減する。

　・　コピー用紙の裏紙利用で削減する。

　・　節水を徹底する。
（3）　節水に努め総排水量の削減。 基準年度

以下 　・　節水コマに取替。

（4）　化学物質の使用量を把握し削減する。

　・　手直し工事が発生した場合、検証し記録する。
（5）　手直し工事の削減により、省資源化を図る。 2回以下 　・　思い込み・何々だろう、を撲滅し、確認作業を

　　　徹底する。

　・　事業所周辺のゴミ拾い及び草刈をする。

（6）　環境活動の社会貢献に積極的に参加・活動する。 4回以上 　・　ハートフルしまねを継続し、ボランティア活動、
　　　訓練等に参加する。

9件以上

・内部コミュニケーション（教育・訓練、情報伝達等含む）として、週間打合せ及び月間打合せ等を行う。
・環境活動レポートは、全社員周知用のため休憩室に備え付け、一般の閲覧が出来るようにお客様カウンターへも備
　え付ける。また顧客（納入先・取引先）等にも配布する。

5.　環　境　活　動　計　画

取り組み項目（目的） 目　標 具体的実施項目

基準年度
以下

基準年度
以下

基準年度
以下
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　・　化学物質含有工事資材の調査

　・　施工現場周辺の環境や生き物への影響が少なく
なる低振動・低騒音型施工機械を採用する。（リース機
械を含む）

（7）　生物多様性の保全に影響が少ない施工方法、
手順の選定と実施

基準年度
以下



様式：5-03

％

万円 273,830 － 273,830 -100.0% ○

総排出量
Kg-CO2
（注1） 37,399 基準年度以下 35,663 41,692 16.9% ×

電気使用量 kwh 13,334 13,334 13,718

削　減
Kg-CO2
（注1）

9,587 9,587 9,863

燃料ｶﾞｿﾘﾝ/軽油 Ｌ 11,655 11,655 13,307

削減
Kg-CO2
（注2）

27,812 27,812 31,829

一般廃棄物 kg （注3） （注3）

産業廃棄物 ｔ 235.49 基準年度以下 235.49 78.13 -66.8% ○

　　　　　

65,500 36,500 -44.3% ○
資源の
削減

コピー用紙 枚 65,500 基準年度以下

（１）環境目標及び実績（令和3年10月～令和4年9月）

６．令和4年　53期　環境目標及び実績

　　　～　地球環境負荷削減への取組　～

売上高

項　　　目 単位
基準値 目標率

×

評価
増減

令和3年
52期

基準年比 目標 実績値

令和4年　53期

×基準年度以下

二酸化炭
素排出量

基準年度以下 3%

102 109 6.9%

廃棄物

水使用量
の削減

上水道水 ｍ3 102

△

基準年度以下 14%

9 8 -11.1% ×

環境活動
教育訓練

教育・訓練 回

地域社会
への貢献

清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 回 9 －

11 － 11 12

生物多様
性の保全

生物保全に配慮
した施工実施 件 9 －

9.1% ○

8

9 0.0% ○9



様式：5-01

・冷暖房の控えめな使用（冷房２８℃　暖房２０℃） 〇
・エアコンのフィルター清掃（年2回実施） 〇
・ドアの開け放しの防止 〇 ・夏期の気温が高い期間が長かった。

・電気機器のこまめなスイツチ切り 〇
・帰宅時の不要な電源はすべて消す 〇

・車両の点検整備の充実 〇
・エコライブ10の推進 〇

・分別解体の徹底による再生資源化 〇 ・マニフェスト票管理は問題なし。

・設計変更による発生量の軽減 〇
・マニフェスト票管理による法令順守 〇
・工事資材ロスを減らす 〇
・リサイクル業者に引き渡す 〇

・洗い時は、バケツ使用により節水 〇 ・節水活動を継続する。 ・節水活動を継続すること。

・節水意識の高揚 〇
・洗車時の節水 〇

・文書、書類などの電子化を進め、ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化を務める 〇 ・ミスコピーの防止に取り組むこと。

・印刷、ｺﾋﾟｰ前の設定確認ﾁｪｯｸでﾐｽｺﾋﾟｰを削減する 〇 ・工事記録の電子化にさらに取組むこと。

・使用済み用紙の裏紙の再利用を推進する 〇

・県道清掃活動への参加 〇 ・ハートフルしまね（12月・5月）実施できた。 ・今後ともボランティア活動を継続して行う。

　　　【ハートフルロード・しまね実施　11月・5月】 ・環境美化活動（5月）

・事務所/現場周辺の清掃活動 〇 ・事務所周辺清掃を確実に実施できた。

・災害協定の取組み（2月） -
・環境美化活動（協会・センター）（5月） ○

・教育訓練を実施（3・6月） 〇 ・教育訓練を実施（6・12月）

・社外セミナーへの参加 ・環境活動教育訓練は、計画とおり実施でき
た。・各種講習に活発的に参加出来た。

・半期ごと、教育訓練実施を実施すること。

・施工現場の生物多様性をチェツク 〇

　　

・タイヤエアーゲージ各自随時使用。 ・エコドライブ10は、継続実施のこと。

・ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ時には、燃費のよい機種/車種を選
定すること。

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

電
気
使
用
量
の
削
減

・エアコンフィルター掃除をした。
・節電シールを貼って節電意識の向上を図った。

・燃費向上意識が高くなった。
・施工機械・自動車等の整備点検を確実に励行
して、燃費の維持を図る。

・フィルター掃除は、網を破らないよう注意するこ
と。

・エアコンの温度設定を厳守する。

・機器更新時には、省エネ機器型で整備するこ
と。　　　また、目標達成手段を継続すること。

・節電意識をもっと向上すること。

施
工
機
械
・
自

動
車
燃
料
量
の

削
減

７.環境活動計画の取組結果とその評価次年度の環境目標及び環境活動計画

令和４年　５３期　環境目標及び実績（令和４年１０月～令和５年１０月）

取　組　計　画
取組
結果

評　価
（令和４年１０月～令和５年９月）

次年度の環境活動計画
取り組み及び支持

総
排
水
量
削
減

水
道
水
の
節
水

産
業
廃
棄
物
排
出
量
削
減

産
業
廃
棄
物
の
削
減

・今後もマニフェスト票管理を確実に行なう。

・工事資材ロスが減ってきている、今後とも継
続が必要である。

・今後も分別の確実に行なう。

・工事資材ロスの減少に努める。

・分別はまずまずだが、長尺物が目立つので
短くしてコンテナへ入れること。

資
源
削
減

コ
ピ
ー
用
紙
の

削
減

・電子化は進んでいるが、発注者提出書面が
格段に増えてきている。

・記録について分かりやすく教育訓練後のフォ
ローを実施のこと。

・今後とも削減取組みが必要である。

地
域
社
会
へ
の
貢
献

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動

環
境
活
動
教
育
訓
練

環
境
活
動

教
育
訓
練

・今後とも教育訓練実施により法令順守に取り
組む。
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生
物
多
様
性
の
保
全

生
物
多
様
性
の

保
全
を
配
慮
し
た

施
工
方
法
の
推
進

・施工現場周辺の環境や生き物への影響が
少なくなる低振動・低騒音型施工機械を採用
した。（リース機械を含む）

・今後とも取組んでいくこと。

・生物多様性の保全に影響が少ない施工方法、手順の
選定と実施

・計画どおり達成できている。



　当社の事業内容に係る、適用される主な環境関連法規として

下記の事項があります。

法規制等 該当する要求事項 条　項　（法律 関連条例等 該当する 点検・測定 届出・報告

の名称 （対応すべき事項） 規則・施行令） による規制 設備・項目 頻度・時期 資格 証拠 判定

産廃収集運搬業者との 収集運搬業 契約書 契約書

許可の確認、契約 者と契約 1回/年 許可証

マニフェスト交付 法12条の3 マニフェストの マニフ

廃棄物処 保管は5年間 法12条の5 発行 ェスト

理法 産廃管理票交付等状況 法12条の3 マニフェストの

報告書の提出 第7項 発行

自社による運搬時の車 適合車

両に表示・書類携行 マーク

屋内・屋外消火栓設備 着工届 着工 消防長へ届 申請書

スプリンクラー設備 完成届 完成検査 出・許可証 許可証

設置の届出 法5条・11条の2 廃止届も含む 着工届 着工・検査 申請書

設置後の検査（設置者） 法7条・11条 水質検査等 水質検査機関 半年・1年 検査

給水装置の申請 各市町村条例 新設・変更 着工届 着工 市町村へ 申請書

（益田市・津和野町・六日市町） による 廃止 完成届 完成検査 届出 検査

排水設備の申請 各市町村条例 新設・変更 着工届 着工 市町村へ 申請書

（益田市・津和野町・六日市町） による 廃止 完成届 完成検査 届出 検査

労働安全 技能講習 各労働安全衛

衛生法 特別講習 生法による

フロン排出空調機(建設機械) フロン排出 点検

抑制法 3ヶ月毎点検・記録保存 抑制法 3ヶ月毎

公共建築工事標準仕様書・標準図 共通仕様書 着工 完成

（機械設備工事編） 特記仕様書 完成検査 検査

・ 　遵守評価判定の欄は、問題なしの場合は○、問題ありの場合は×、また×の場合は、問題是正・予防

　処置により解決を図る。

・ 　過去3年間、法規制違反は、発生していません。

・ 　顧客（納入先・取引先）からの、化学物質に関する件も含め、苦情・要望等はありません。

・ 　常に最新版にて管理し、週間打合せ等で社員に周知する。

各工事ごと 施工図 竣工図 ○
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空調機
点検記録保存

事務所ｴｱｺﾝ
(建設機械)

点検簿
有り ○

○

浄化槽法 知事へ届出 ○

水道法 ○

下水道法 ○

各運転作業 各免許 その都度 各受講 免許

則7条の2の2 車両表示 2ｔダンプ ○

消防法 法17条の14 床面積による ○

マニフェスト 新規交付時 知事へ届出 ○

マニフェスト 6月末まで 知事へ届出 報告書 ○

８.　環境関連法規等取りまとめ表（遵守評価記録）

遵守評価

法12条の4 安定5品目 許可証 ○



様式：13-01

☑ 　定期見直し（事業年度終了後）
□ 　臨時見直し

見直し実施者（総括責任者） 会議出席者

実施年月日 運用期間

見直し内容

（1）電気
　　 燃料
（2）産業廃棄物
（3）水道水
（4）コピー用紙
（5）ボランティア活動
（6）環境活動教育訓練

（7）生物多様性保全

前回見直し指示事項対応
　　・環境方針 □　有　　・　　☑　無
　　・環境目標 □　有　　・　　☑　無
　　・環境活動計画 □　有　　・　　☑　無
　　・環境経営システム □　有　　・　　☑　無
　　・実施体制 □　有　　・　　☑　無

変更理由　　：

今回全体の見直し

（評価・指示事項等）

９.　代表者による全体の評価と見直し

代表取締役　山縣 誠司 山縣・土佐岡・中島・松本

令和4年　53期
令和5年10月1日 令和4年10月～令和5年9月

討議内容及び見直し指示事項

環境目標活動の達成状況

△：目標未達成
×：目標未達成
○：目標達成
×：目標未達成
○：目標達成
△：目標未達成
○：目標達成
○：目標達成
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改善の提案
今期は電気、水道水の使用量が目標達成出来なかった。夏期の異常な気温上昇に
よる使用量増加が影響した。

是正処置及び予防処置状況 ・特に無し

環境関連法規等遵守状況 ・特に無し

環境に関する外部からの苦情要望 ・特に無し

今期（53期）は目標達成出来ていない活動がある

　53期は遠方現場の増加で車両燃料が増加し目標達成出来なかった。しか
し燃費は向上している。エコドライブの推進が機能している。産廃は減少し
ているが工事の種類（新築、改修、水道本管工事等）による減少である。昨
今では新築物件より改修、リフォーム工事が増加している。現場での打合せ
を密にし変更、手直し等による廃材を削減するようにお願いします。


